
1 令和6年9月5日（木曜日） （第18140号）東　京　都　公　報

目

次

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
国
土
調
査
（
地
籍
調
査
）
と
し

て
指
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
五
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一

国
土
調
査
指
定
年
月
日

令
和
六
年
五
月
十
三
日

二

調
査
を
行
う
者
の
名
称

新
宿
区

三

調
査
地
域

新
宿
区
四
谷
二
丁
目
、
若
葉
一
丁
目

及
び
若
葉
二
丁
目
の
各
一
部

四

調
査
期
間

令
和
六
年
八
月
二
十
一
日
か
ら
令
和

七
年
三
月
七
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
百
五
号
に
よ
り

指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
五
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
指
定
を
解
除
す
る
区
域
　
別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
千
住
関
屋

町
地
内
）

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類
　
六
価
ク
ロ
ム

化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

三
　
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類
　
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四
　
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
　
土
壌
汚
染
の
除
去

告
　
　
　
示

○
国
土
調
査
と
し
て
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…	

一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　
域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…	
一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　
域
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
多
摩
環
境
事
務
所
環
境
改
善
課
）…	

二

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定
の
解
除
…
…
…
…
…
…
…

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
河
川
部
指
導
調
整
課
）…	

四

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…	

五

告
　
　
　
示
（
選
）

○
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
異
議

　
申
出
に
つ
い
て
の
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

六

○
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議

　
申
出
に
つ
い
て
の
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

九

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
三
十
九
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、

当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚

染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す

る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
五
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
要
措
置
区
域
　
別
図
の
と
お
り
（
武
蔵
野
市
吉
祥
寺
東
町
三
丁

目
地
内
）

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類
　
六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
三
　
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類
　
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四
　
当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置
　
地
下
水
の

水
質
の
測
定



3 令和6年9月5日（木曜日） （第18140号）東　京　都　公　報

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
五
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

一
　
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
　
別
図
の
と
お
り
（
武
蔵
野
市
吉
祥

寺
東
町
三
丁
目
地
内
）

二
　
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類
　
鉛
及
び
そ
の
化
合
物

起点
別図

単位区画

敷地境界

要措置区域

凡例

起点は、武蔵野市吉祥寺東町三丁目314番8の最北端とする。

起点

格子の回転角度（23度58分9秒）

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向に引いた線

並びにこれらと平行して10ｍ間隔で引いた線により構成されている

格子を、起点を中心として、右回りに回転させた角度を示す。

筆境界

327番22

314番2327番48327番13

23度
58分

9秒

武蔵野市吉祥寺東町三丁目314番8

327番11327番41327番52



4令和6年9月5日（木曜日）（第18140号） 東　京　都　公　報

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
六
項
及

び
第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
五
年
東
京
都
告
示

第
四
百
二
十
六
号
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
の
う
ち
、
別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
指
定
を
解
除

す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
町
田
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
五
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

起点
別図

単位区画

敷地境界

形質変更時要届出区域

凡例

起点は、武蔵野市吉祥寺東町三丁目314番8の最北端とする。

起点

格子の回転角度（23度58分9秒）

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向に引いた線

並びにこれらと平行して10ｍ間隔で引いた線により構成されている

格子を、起点を中心として、右回りに回転させた角度を示す。

筆境界

327番22

314番2327番48327番13

23度
58分

9秒

武蔵野市吉祥寺東町三丁目314番8

327番41327番52 327番11
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及

び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
土
砂
災
害
警

戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
。

な
お
、
「
別
図
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
東
京

都
建
設
局
河
川
部
、
東
京
都
南
多
摩
東
部
建
設
事
務
所
及
び
町
田
市

役
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
九
月
五
日東

京
都
知
事
　
小
　
池
　
百
合
子

別　表 

１　土砂災害警戒区域

区域の番号
土砂災害の発生原因
となる自然現象の種類

野津田町 209001-K036

図師町 209002-K020

２　土砂災害特別警戒区域

区域の番号
土砂災害の発生原因
となる自然現象の種類

区域の範囲
建築物の構造の規制に

必要な衝撃に関する事項

野津田町 209001-K036

図師町 209002-K020
町田市 急傾斜地の崩壊 別図のとおり 別図のとおり

区域の所在地 区域の範囲

区域の所在地

町田市 急傾斜地の崩壊 別図のとおり

別　表 

１　土砂災害警戒区域

区域の番号
土砂災害の発生原因
となる自然現象の種類

町田市 図師町 209002-K020 急傾斜地の崩壊

２　土砂災害特別警戒区域

区域の番号
土砂災害の発生原因
となる自然現象の種類

区域の範囲
建築物の構造の規制に

必要な衝撃に関する事項

町田市 図師町 209002-K020 急傾斜地の崩壊 別図のとおり 別図のとおり

区域の所在地 区域の範囲

別図のとおり

区域の所在地
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告
　
　
　
示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
二
号

令
和
六
年
七
月
七
日
執
行
の
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の

効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
の

で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
十
五
条

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

 
 

 

 

６
選
選
第
４
２
９
号

   

決
 

 
 

 
 
定

 
 

 
 

 
書

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
異
議
申
出
人

 
 
呉

 
 
明

 
昌

 

   
上
記
異
議
申
出
人
（
以
下
「
申
出
人
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
６
年
７
月
１
９
日
に
提
起

さ
れ
た
、
令
和
６
年
７
月
７
日
執
行
の
東
京
都
知
事
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。
）

に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
（
以
下
「
本
件
異
議
の
申
出
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
、
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
と
お

り
決
定
す
る
。

 

 

主
文

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

本
件
異
議
の
申
出
を
棄
却
す
る
。

 

  

異
議

の
申

出
の

要
旨

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 １
 
異
議
の
申
出
の
趣
旨

 

 
 
申
出
人
は
、
次
の
異
議
の
申
出
の
理
由
に
よ
り
、
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
る
旨
の
決
定

を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

 

 ２
 
異
議
の
申
出
の
理
由

 

 
 
本
件
異
議
の
申
出
の
理
由
は
、
概
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

 

(
1
)
 
本
件
選
挙
は
、
財
産
差
別
の
選
挙
で
あ
り
無
効
で
あ
る
こ
と

 

本
件
選
挙
は
、
選
挙
に
出
よ
う
と
す
る
人
が
３
０
０
万
円
を
供
託
し
な
け
れ
ば
選
挙

に
出
ら
れ
な
い
よ
う
排
除
す
る
、
財
産
に
よ
り
国
民
を
差
別
し
た
不
公
平
な
選
挙
で
あ

り
、
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
べ
き
で
あ
る
。
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(
2
)
 
本
件
選
挙
は
、
憲
法
違
反
で
効
力
を
有
し
な
い
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
た
こ
と

 

 
ア

 
日
本
国
憲
法
第
１
３
条
違
反

 

３
０
０
万
円
を
出
さ
な
け
れ
ば
選
挙
に
出
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
公
職
選
挙
法

（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
公
選
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
選

挙
に
出
る
か
否
か
に
つ
い
て
意
思
決
定
を
す
る
自
由
を
、
幸
福
追
求
に
対
す
る
権
利

の
一
内
容
を
構
成
す
る
権
利
と
し
て
保
障
し
て
い
る
日
本
国
憲
法
第
１
３
条
に
違

反
す
る
。

 

 
イ

 
日
本
国
憲
法
第
１
４
条
第
１
項
違
反

 

選
挙
に
出
ら
れ
る
国
民
を
、
本
件
選
挙
の
場
合
、
３
０
０
万
円
供
託
し
た
国
民
だ

け
に
限
る
公
選
法
の
規
定
は
、
国
民
に
対
し
、
不
合
理
な
財
産
に
よ
る
差
別
的
取
り

扱
い
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
法
の
下
の
平
等
に
反
す
る
か
ら
、
日
本
国
憲
法
第
１

４
条
第
１
項
に
違
反
す
る
。

 

 
 
ウ

 
日
本
国
憲
法
第
１
５
条
第
１
項
違
反

 

３
０
０
万
円
を
用
意
し
な
い
人
は
選
挙
に
出
て
東
京
都
知
事
に
な
る
こ
と
を
希
望

す
る
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
意
思
は
寸
分
足
ら
ず
も
尊
重
さ
れ
ず
、
東
京
都
知
事
に

な
る
意
思
の
あ
る
国
民
の
意
思
を
公
務
員
ら
は
無
視
し
、
民
主
的
で
な
い
手
段
、
財

産
に
よ
る
差
別
に
よ
っ
て
、
真
に
自
由
な
東
京
都
知
事
の
選
定
を
で
き
な
い
よ
う
に

し
た
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
公
務
員
選
定
権
の
侵
害
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
第
１
５

条
第
１
項
に
違
反
す
る
。

 

日
本
国
憲
法
第
９
８
条
第
１
項
に
は
、「
こ
の
憲
法
は
、
国
の
最
高
法
規
で
あ
っ
て
、

そ
の
条
規
に
反
す
る
法
律
、
命
令
、
詔
勅
及
び
国
務
に
関
す
る
そ
の
他
の
行
為
の
全
部

又
は
一
部
は
、
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
。
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
憲
法
の

条
規
に
反
し
て
い
る
公
選
法
は
効
力
を
有
し
な
い
し
、
公
選
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た

選
挙
も
効
力
を
有
せ
ず
、
無
効
で
あ
る
。

 

  

決
定

の
理

由
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

当
委
員
会
は
、
本
件
異
議
の
申
出
は
形
式
的
要
件
を
備
え
た
適
法
な
も
の
と
認
め
、
こ
れ

を
受
理
し
、
慎
重
か
つ
厳
正
に
審
理
し
た
。
そ
の
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

 
 

 

 

第
１

 
本
件
異
議
の
申
出
に
至
る
ま
で
の
経
緯

 

 
１

 
令
和
６
年
６
月
２
０
日
、
本
件
選
挙
告
示

 

 
２

 
同
年
７
月
７
日
、
本
件
選
挙
期
日

 

 
３

 
同
月
８
日
、
本
件
選
挙
の
選
挙
会
が
開
催
さ
れ
、
小
池
候
補
の
当
選
が
決
定
さ
れ
る
。

 

 
４

 
同
月
９
日
、
当
選
人
の
告
示

 

 
５

 
同
月
１
９
日
、
申
出
人
か
ら
本
件
異
議
の
申
出
が
提
起
さ
れ
、
当
委
員
会
は
こ
れ
を

受
理
し
た
。

 

 第
２

 
申
出
人
の
主
張
に
対
す
る
当
委
員
会
の
判
断

 

１
 
選
挙
の
効
力
を
争
う
争
訟
に
お
い
て
選
挙
が
無
効
と
さ
れ
る
の
は
、
公
選
法
第
２
０

５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
選
挙
に
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
」
こ
と
が
あ

り
、
か
つ
、
そ
の
規
定
違
反
の
た
め
に
「
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場

合
」
に
限
ら
れ
て
い
る
。

 

こ
の
「
選
挙
の
規
定
に
違
反
す
る
」
と
は
、
「
主
と
し
て
選
挙
管
理
の
任
に
あ
る
機

関
が
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
に
関
す
る
明
文
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
、
又
は
直
接

そ
の
よ
う
な
明
文
の
規
定
が
な
く
と
も
、
選
挙
の
管
理
執
行
の
手
続
上
、
選
挙
法
の
基

本
理
念
た
る
選
挙
の
自
由
公
正
の
原
則
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
こ
と
を
指
す
」
（
最
高

裁
判
所
昭
和
２
７
年
１
２
月
４
日
判
決
、
最
高
裁
判
所
昭
和
６
１
年
２
月
１
８
日
判
決
、

最
高
裁
判
所
平
成
３
１
年
２
月
２
８
日
判
決
）
と
さ
れ
て
い
る
。

 

ま
た
、
「
選
挙
の
結
果
に
異
動
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
場
合
」
と
は
、
「
そ
の
選
挙
の

管
理
執
行
手
続
に
関
す
る
規
定
違
反
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
選
挙
の
結
果
、
す
な
わ
ち

候
補
者
の
当
落
に
、
現
実
に
生
じ
た
と
こ
ろ
と
異
な
っ
た
結
果
の
生
ず
る
可
能
性
の
あ

る
場
合
を
い
う
」
（
最
高
裁
判
所
昭
和
２
９
年
９
月
２
４
日
判
決
、
最
高
裁
判
所
昭
和

５
１
年
９
月
３
０
日
判
決
、
東
京
高
等
裁
判
所
平
成
２
５
年
１
２
月
９
日
判
決
）
と
さ

れ
て
い
る
。

 

２
 
以
上
の
観
点
か
ら
、
申
出
人
の
主
張
す
る
本
件
異
議
の
申
出
の
理
由
に
つ
い
て
、
選

挙
が
無
効
と
さ
れ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
否
か
順
次
検
討
す
る
。

 

(
1
)
 
異
議
の
申
出
の
理
由

(
1
)
に
つ
い
て

 

選
挙
管
理
委
員
会
を
は
じ
め
と
す
る
選
挙
管
理
機
関
は
、
法
に
基
づ
い
て
選
挙
を

管
理
執
行
す
る
義
務
を
負
う
の
で
あ
り
、
公
選
法
第
９
２
条
の
規
定
に
よ
り
立
候

補
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
供
託
金
を
納
め
さ
せ
る
こ
と
（
以
下
「
選
挙

供
託
制
度
」
と
い
う
。
）
は
、
法
の
定
め
た
手
続
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
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る
申
出
人
の
主
張
は
、
申
出
人
独
自
の
見
解
に
と
ど
ま
り
、
採
用
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

 

(
2
)
 
異
議
の
申
出
の
理
由

(
2
)
に
つ
い
て

 

前
記
２

(
1
)
に
記
載
の
と
お
り
、
選
挙
長
が
公
選
法
第
８
６
条
の
４
第
４
項
の
規

定
に
従
っ
て
同
法
第
９
２
条
に
よ
る
供
託
を
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
が
添
付

さ
れ
た
立
候
補
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
は
法
の
定
め
る
手
続
で
あ
り
、
何
ら
選
挙
の

規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
。

 

ま
た
、
申
出
人
は
選
挙
供
託
制
度
に
つ
い
て
本
件
選
挙
に
お
い
て
東
京
都
知
事
に

な
る
意
思
の
あ
る
人
が
自
由
に
選
挙
に
出
る
こ
と
を
妨
害
し
た
等
と
も
主
張
す
る
。
 

こ
の
点
、
立
候
補
の
自
由
は
、
自
由
で
公
正
な
選
挙
を
維
持
す
る
上
で
重
要
で
あ

る
が
、
選
挙
制
度
の
仕
組
み
を
決
定
す
る
絶
対
の
基
準
と
は
い
え
ず
、
国
会
が
具
体

的
に
定
め
た
と
こ
ろ
が
そ
の
裁
量
権
の
限
界
を
超
え
な
い
限
り
、
一
定
の
限
度
で
制

約
を
受
け
る
と
し
て
も
、
や
む
を
得
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

こ
れ
は
、
立
候
補
の
自
由
に
制
約
が
な
い
と
す
れ
ば
、
売
名
目
的
、
選
挙
妨
害
目

的
な
ど
不
当
な
目
的
を
持
ち
真
に
当
選
す
る
意
思
の
な
い
者
の
立
候
補
に
よ
る
候
補

者
の
濫
立
の
事
態
も
容
易
に
予
想
さ
れ
、
自
由
で
公
正
な
選
挙
の
実
現
の
支
障
と
な

り
、
供
託
制
度
を
設
け
て
、
選
挙
の
結
果
極
め
て
少
数
の
得
票
に
と
ど
ま
っ
た
候
補

者
に
つ
い
て
は
供
託
物
の
返
還
を
し
な
い
と
定
め
る
こ
と
も
、
立
候
補
に
つ
い
て
慎

重
な
判
断
を
促
し
、
候
補
者
の
濫
立
に
よ
る
選
挙
へ
の
支
障
を
避
け
る
た
め
の
制
度

と
し
て
、
合
理
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
国
会
に
認
め
ら
れ
た
裁
量
権
を
超
え
る

も
の
で
な
く
、
供
託
制
度
を
定
め
た
公
選
法
第
９
２
条
が
憲
法
第
４
４
条
、
第
１
４

条
第
１
項
、
第
１
５
条
第
１
項
及
び
第
４
項
に
違
反
し
な
い
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で

あ
る
（
最
高
裁
判
所
大
法
廷
平
成
１
１
年
１
１
月
１
０
日
判
決
参
照
）
。

 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
申
出
人
の
主
張
も
、
申
出
人
独
自
の
見
解
に

過
ぎ
ず
、
理
由
が
な
い
。

 

 

第
３

 
審
理
の
結
果

 

以
上
の
と
お
り
、
申
出
人
が
主
張
す
る
事
由
に
よ
っ
て
本
件
選
挙
が
選
挙
の
規
定
に

違
反
し
て
行
わ
れ
た
と
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 

よ
っ
て
、
本
件
選
挙
を
無
効
と
す
べ
き
理
由
も
な
い
か
ら
、
公
選
法
第
２
１
６
条
第

１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
２
６
年
法
律
第
６
８
号
）
第
４
５

条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
委
員
会
は
、
主
文
の
と
お
り
決
定
す
る
。

 

 
 

 

 

   
 

 
令
和
６
年
８
月
２
８
日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
委
員
長

 
 
澤

 
野

 
正

 
明

 

  

公
選
法
第
２
０
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
当
委
員
会
を

被
告
と
し
て
、
申
出
人
に
お
い
て
は
こ
の
決
定
書
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
３
０
日
以
内
に
、

そ
の
他
の
当
該
選
挙
の
選
挙
人
又
は
候
補
者
に
お
い
て
は
同
法
第
２
１
５
条
の
規
定
に
よ
る

告
示
の
日
か
ら
３
０
日
以
内
に
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
三
号

令
和
六
年
七
月
七
日
執
行
の
東
京
都
知
事
選
挙
に
お
け
る
当
選
の

効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
の

で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
十
五
条

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

  

６
選
選
第
４
２
９
号

   

決
 

 
 

 
 
定

 
 

 
 

 
書

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
異
議
申
出
人
総
代

 
 
山
口

 
あ
ず
さ

 

   
上
記
異
議
申
出
人
総
代
山
口
あ
ず
さ
外
５
１
名
（
別
紙
・
異
議
申
出
人
目
録
記
載
の
と
お

り
。
以
下
「
申
出
人
ら
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
６
年
７
月
２
２
日
に
提
起
さ
れ
た
、
令
和

６
年
７
月
７
日
執
行
の
東
京
都
知
事
選
挙
（
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
当

選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
（
以
下
「
本
件
異
議
の
申
出
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
当
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
と
お
り
決
定
す
る
。
 

  

主
文

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

本
件
異
議
の
申
出
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。

 

  

異
議

の
申

出
の

要
旨

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 １
 
異
議
の
申
出
の
趣
旨

 

 
 
申
出
人
ら
は
、
次
の
異
議
の
申
出
の
理
由
に
よ
り
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
当
選
人
小
池

百
合
子
（
以
下
「
小
池
候
補
」
と
い
う
。
）
の
当
選
を
無
効
と
す
る
旨
の
決
定
を
求
め
る

も
の
で
あ
る
。

 

 ２
 
異
議
の
申
出
の
理
由

 

 
 
本
件
異
議
の
申
出
の
理
由
は
、
概
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

 

 
(
1
)
 
経
歴
詐
称

 

 
 
小
池
候
補
は
本
件
選
挙
の
選
挙
公
報
に
カ
イ
ロ
大
学
卒
と
記
載
し
た
が
、
小
池
候
補
が
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公
開
し
て
い
る
卒
業
証
書
及
び
卒
業
証
明
書
は
大
学
の
中
退
者
に
対
し
特
別
な
事
情
の

元
に
送
ら
れ
る
類
の
も
の
で
あ
っ
て
、
大
学
で
の
学
業
を
修
め
た
も
の
と
は
異
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。
小
池
候
補
が
選
挙
公
報
に
カ
イ
ロ
大
学
卒
と
記
載
し
た
こ
と
及
び
自
身

が
公
開
し
た
卒
業
証
書
は
特
別
な
事
情
に
よ
る
交
付
で
あ
る
こ
と
を
公
に
し
な
い
と
い

う
不
作
為
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
０
０
号
。
以
下
「
公
選
法
」
と

い
う
。
）
第
２
３
５
条
第

1
項
に
規
定
す
る
虚
偽
事
項
の
公
表
に
あ
た
る
。

 

 
(
2
)
 
地
位
利
用
に
よ
る
出
馬
要
請
依
頼

 

本
件
選
挙
の
告
示
前
に
、
東
京
都
内
の
区
市
町
村
長
の
有
志
が
小
池
候
補
に
３
選
を

目
指
し
て
出
馬
す
る
よ
う
要
請
し
た
と
い
う
報
道
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
要
請
は
、
小
池

候
補
が
公
職
の
候
補
者
の
推
薦
に
関
与
し
、
東
京
都
内
の
市
長
ら
を
し
て
さ
せ
た
も
の

で
あ
り
、
公
選
法
第
１
３
６
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
公
務
員
等
の
地
位
利
用
に
よ

る
選
挙
運
動
の
禁
止
に
違
反
し
て
い
る
。

 

 
(
3
)
 
地
位
利
用
に
よ
る
選
挙
運
動

 

小
池
候
補
は
、
選
挙
期
間
中
に
発
行
さ
れ
る
東
京
都
聴
覚
障
害
新
聞
に
記
事
を
掲
載

し
た
ほ
か
、
選
挙
期
間
中
に
公
務
と
し
て
行
わ
れ
る
記
者
会
見
で
選
挙
運
動
に
関
す
る

質
問
に
答
え
、
有
権
者
の
反
応
を
具
体
的
に
説
明
す
る
な
ど
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行

為
は
、
公
務
員
等
の
地
位
利
用
に
よ
る
選
挙
運
動
の
禁
止
と
し
て
公
選
法
第
１
３
６
条

の
２
第
２
項
第
４
号
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
。

 

 
(
4
)
 
買
収
及
び
利
害
誘
導

 

 
 
小
池
候
補
は
本
件
選
挙
の
告
示
日
前
日
の
記
者
会
見
で
給
与
を
半
額
に
し
て
い
る
こ

と
を
公
言
し
て
い
る
。

 

小
池
候
補
は
令
和
５
年
第
２
回
定
例
会
第
１
１
４
号
議
案
の
中
で
、
給
与
削
減
の
提

案
理
由
に
つ
い
て
「
都
政
改
革
の
更
な
る
推
進
に
向
け
た
知
事
の
決
意
及
び
姿
勢
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
」
と
し
て
い
る
が
、
大
審
院
大
正
７
年
１
２
月
１
９
日
判
決
に
照
ら

せ
ば
、
そ
の
よ
う
な
理
由
で
給
与
の
削
減
を
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
選
挙
人
の
投
票
を

得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
選
挙
人
に
対
す
る
利
益
供
与
の
申
込
み
で
あ
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

 

 
 
小
池
候
補
は
令
和
６
年
６
月
７
日
の
定
例
会
見
で
、
低
所
得
者
向
け
に
１
万
円
の
商

品
券
を
配
る
新
た
な
経
済
政
策
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
行
為
は
、
当
選
を
得
る
目
的

を
も
っ
て
低
所
得
の
選
挙
人
に
対
し
金
銭
類
似
の
効
果
を
有
す
る
商
品
券
の
供
与
を

約
束
し
た
も
の
で
あ
る
。

 

こ
れ
ら
の
行
為
は
、
当
選
を
得
る
目
的
を
も
っ
て
選
挙
人
に
対
し
金
銭
、
物
品
そ
の

  

他
の
財
産
上
の
利
益
の
提
供
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
違
法
で
あ
る
。

 

 
こ
の
よ
う
に
、
小
池
候
補
は
公
選
法
第
１
６
章
「
罰
則
」
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る

 
(
1
)

経
歴
詐
称
（
公
選
法
第
２
３
５
条
第

1
項
）
、
(
2
)
地
位
利
用
に
よ
る
出
馬
要
請
依
頼
（
同

法
第
２
３
９
条
の
２
第
２
項
）
、
(
3
)
地
位
利
用
に
よ
る
選
挙
運
動
（
同
法
第
２
３
９
条

の
２
第
２
項
）
及
び

(
4
)
買
収
及
び
利
益
誘
導
（
同
法
第
２
２
１
条
第

1
項
）
の
罪
を
犯

し
て
い
る
。
１
な
い
し
３
に
つ
い
て
は
、
現
在
刑
事
告
発
も
な
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ

り
、
裁
判
が
確
定
し
、
罰
金
の
刑
が
処
せ
ら
れ
た
場
合
（
同
法
第
２
５
２
条
第

1
項
）

あ
る
い
は
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
さ
れ
た
場
合
（
同
条
第
２
項
）
は
、
執
行
猶
予
が
付
い

た
場
合
に
お
い
て
も
そ
の
刑
の
確
定
し
た
日
か
ら
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
り

（
同
法
第
２
５
２
条
）
、
小
池
候
補
の
当
選
は
無
効
に
な
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
、
小
池
候
補
の
当
選
は
無
効

で
あ
る
と
の
決
定
を
求
め
る
。

 

 

決
定

の
理

由
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

当
委
員
会
は
、
本
件
異
議
の
申
出
は
形
式
的
要
件
を
備
え
た
適
法
な
も
の
と
認
め
、
こ
れ

を
受
理
し
、
慎
重
か
つ
厳
正
に
審
理
し
た
。
そ
の
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

 第
１

 
本
件
異
議
の
申
出
に
至
る
ま
で
の
経
緯

 

１
 
令
和
６
年
６
月
２
０
日
、
本
件
選
挙
告
示

 

２
 
同
年
７
月
７
日
、
本
件
選
挙
期
日

 

３
 
同
月
８
日
、
本
件
選
挙
の
選
挙
会
が
開
催
さ
れ
、
小
池
候
補
の
当
選
が
決
定
さ
れ
る
。
 

４
 
同
月
９
日
、
当
選
人
の
告
示

 

５
 
同
月
２
２
日
、
申
出
人
ら
か
ら
本
件
異
議
の
申
出
が
提
起
さ
れ
、
当
委
員
会
は
こ
れ

を
受
理
し
た
。

 

 

第
２

 
申
出
人
ら
の
主
張
に
対
す
る
当
委
員
会
の
判
断

 

１
 
申
出
人
ら
の
主
張
に
対
す
る
当
委
員
会
の
判
断

 

(
1
)
 
公
選
法
第
２
０
６
条
第
１
項
が
定
め
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
の
理
由

と
な
る
当
選
無
効
原
因

 

 
 
公
選
法
第
２
０
６
条
第
１
項
が
定
め
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
の
理
由

と
な
る
当
選
無
効
原
因
と
は
、
「
当
選
人
の
決
定
に
違
法
の
事
由
が
あ
る
こ
と
、
す
な
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わ
ち
、
当
選
人
を
決
定
し
た
選
挙
会
の
構
成
に
違
法
が
あ
る
こ
と
、
決
定
手
続
に
違
法

が
あ
る
こ
と
、
決
定
内
容
－
た
と
え
ば
投
票
の
有
効
無
効
の
判
定
、
各
候
補
者
の
有
効

得
票
数
の
算
定
、
当
選
人
と
な
り
得
る
資
格
の
有
無
の
認
定
－
に
違
法
が
あ
る
こ
と
」

（
大
阪
高
等
裁
判
所
昭
和
３
０
年
９
月
２
９
日
判
決
、
同
旨
・
名
古
屋
高
等
裁
判
所
平

成
４
年
１
２
月
１
７
日
判
決
、
東
京
高
等
裁
判
所
昭
和
２
８
年
２
月
１
７
日
判
決
等
）

と
さ
れ
て
お
り
、
広
く
選
挙
の
法
規
の
違
反
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
選

の
無
効
を
主
張
す
る
場
合
を
含
ま
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

(
2
)
 当
選
人
が
学
歴
・
経
歴
詐
称
等
公
選
法
の
罰
則
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
場
合
の
当
選

無
効
訴
訟
の
提
起
の
可
否

 

 
当
選
人
が
学
歴
・
経
歴
詐
称
等
公
選
法
の
罰
則
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
場
合
の
当
選

無
効
訴
訟
の
提
起
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
「
罰
則
該
当
行
為
に
つ
き
有
罪
判
決
が
確
定

す
る
こ
と
に
よ
り
当
然
に
そ
の
当
選
を
無
効
と
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
公
選
法

第
２
５
１
条
）
こ
と
に
徴
す
る
と
、
当
選
人
の
行
為
の
右
罰
則
該
当
の
有
無
に
つ
い
て

の
認
定
・
判
断
は
、
専
ら
刑
事
上
の
訴
追
と
そ
の
結
果
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解

す
べ
き
で
あ
り
、
仮
に
当
選
人
が
当
該
選
挙
に
関
し
て
公
選
法
上
の
罰
則
に
掲
げ
る
罪

を
客
観
的
に
犯
し
た
と
し
て
も
、
当
選
人
が
そ
の
犯
罪
（
但
し
、
公
選
法
第
２
５
１
条

所
定
の
罪
に
限
る
。
）
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
限
り
、
当
該
選
挙
に
関

し
て
当
選
人
が
現
実
に
右
罰
則
該
当
の
行
為
を
し
た
と
い
う
事
実
の
み
を
理
由
と
し

て
当
該
当
選
人
の
当
選
無
効
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る

（
名
古
屋
高
等
裁
判
所
平
成
４
年
１
２
月
１
７
日
判
決
・
訟
務
月
報
３
９
巻
１
０
号
１

９
７
８
頁
）
。

 

 
ま
た
、
公
選
法
第
２
０
６
条
第
１
項
が
定
め
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出

の
理
由
と
な
る
当
選
無
効
原
因
と
は
、
前
記
（

1
）
の
と
お
り
、
「
当
選
人
の
決
定
に

違
法
の
事
由
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
当
選
人
を
決
定
し
た
選
挙
会
の
構
成
に
違
法

が
あ
る
こ
と
、
決
定
手
続
に
違
法
が
あ
る
こ
と
、
決
定
内
容
－
た
と
え
ば
投
票
の
有
効

無
効
の
判
定
、
各
候
補
者
の
有
効
得
票
数
の
算
定
、
当
選
人
と
な
り
得
る
資
格
の
有
無

の
認
定
－
に
違
法
が
あ
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
お
り
、
広
く
選
挙
の
法
規
の
違
反
に
該
当

す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
選
の
無
効
を
主
張
す
る
場
合
を
含
ま
な
い
も
の
と
解
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 

(
3
)
 以
上
の
観
点
か
ら
、
申
出
人
ら
が
主
張
す
る
本
件
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
、
小
池
候

補
の
当
選
が
無
効
と
さ
れ
る
場
合
に
該
当
す
る
か
否
か
検
討
す
る
。

 

ア
 
申
出
人
ら
は
、
小
池
候
補
が
公
選
法
第
２
３
５
条
第

1
項
、
同
法
第
２
３
９
条
の

  

２
第
２
項
、
及
び
同
法
第
２
２
１
条
第

1
項
違
反
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
当
選
の
無

効
を
主
張
し
て
い
る
が
、
前
記
の
裁
判
例
（
名
古
屋
高
等
裁
判
所
平
成
４
年
１
２
月

１
７
日
判
決
・
訟
務
月
報
３
９
巻
１
０
号
１
９
７
８
頁
）
で
判
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
申
出
人
ら
が
主
張
す
る
よ
う
な
事
実
は
当
選
無
効
争
訟
の
対
象
と
は
い
え
な
い

か
ら
、
当
委
員
会
の
異
議
申
出
に
係
る
審
理
権
限
の
対
象
外
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

 

イ
 
そ
し
て
、
当
選
無
効
の
異
議
の
申
出
の
理
由
と
な
る
当
選
無
効
原
因
で
あ
る
、
当

選
人
の
決
定
に
違
法
の
事
由
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
に
、
本
件
選
挙
会
は
、

あ
ら
か
じ
め
告
示
さ
れ
た
上
で
、
令
和
６
年
７
月
８
日
に
選
挙
立
会
人
３
名
に
よ
る

立
会
い
及
び
選
挙
人
２
名
に
よ
る
参
観
の
下
に
開
か
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
得
票
総
数

等
を
記
し
た
資
料
に
よ
り
、
各
候
補
者
の
有
効
得
票
数
の
計
算
に
誤
り
が
な
か
っ
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

 

ま
た
、
本
件
選
挙
の
選
挙
長
か
ら
、
立
候
補
届
出
を
受
理
し
た
小
池
候
補
を
含
む

全
て
の
候
補
者
に
つ
い
て
被
選
挙
権
の
有
無
及
び
他
の
選
挙
に
お
け
る
立
候
補
の

有
無
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
た
結
果
、
当
選
人
に
つ
い
て
被
選
挙
権
を
有
し
て
い
な

い
事
実
及
び
他
の
選
挙
に
お
け
る
立
候
補
の
事
実
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
旨
が
選

挙
会
に
お
い
て
報
告
さ
れ
た
上
で
、
令
和
６
年
７
月
８
日
、
公
選
法
第
９
５
条
第
１

項
第
４
号
の
規
定
に
よ
り
有
効
投
票
の
最
多
数
を
得
た
小
池
候
補
が
当
選
人
と
な

っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

 

し
た
が
っ
て
、
本
件
選
挙
会
に
、
「
当
選
人
を
決
定
し
た
選
挙
会
の
構
成
に
違
法

が
あ
る
こ
と
、
決
定
手
続
に
違
法
が
あ
る
こ
と
、
決
定
内
容
－
た
と
え
ば
投
票
の
有

効
無
効
の
判
定
、
各
候
補
者
の
有
効
得
票
数
の
算
定
、
当
選
人
と
な
り
得
る
資
格
の

有
無
の
認
定
－
に
違
法
が
あ
る
こ
と
」
等
、
小
池
候
補
の
当
選
を
無
効
と
す
る
よ
う

な
違
法
な
点
は
認
め
ら
れ
な
い
。

 

ま
た
、
当
選
人
の
決
定
に
違
法
の
事
由
が
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
申
出
人
ら

か
ら
は
客
観
的
で
具
体
的
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
小
池
候
補

の
当
選
を
無
効
と
す
べ
き
と
す
る
申
出
人
ら
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

 

 

２
 
審
理
の
結
果

 

以
上
の
と
お
り
、
本
件
選
挙
に
つ
い
て
は
、
本
件
選
挙
に
お
け
る
当
選
を
無
効
と
す

る
事
由
は
認
め
ら
れ
な
い
。

 

よ
っ
て
、
公
選
法
第
２
１
６
条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法
（
平
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三
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区
神
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町
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丁
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六
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成
２
６
年
法
律
第
６
８
号
）
第
４
５
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
委
員
会
は
、
主
文

の
と
お
り
決
定
す
る
。

 

    
 

 
令
和
６
年
８
月
２
８
日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
委
員
長

 
 
澤

 
野

 
正

 
明

 

  

公
選
法
第
２
０
７
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
当
委
員
会
を

被
告
と
し
て
、
申
出
人
ら
に
お
い
て
は
こ
の
決
定
書
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
３
０
日
以
内

に
、
そ
の
他
の
当
該
選
挙
の
選
挙
人
又
は
候
補
者
に
お
い
て
は
同
法
第
２
１
５
条
の
規
定
に

よ
る
告
示
の
日
か
ら
３
０
日
以
内
に
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

 

 

別
紙
 

異
議
申
出
人
目
録

 

 

異
議
申
出
人
 

同
 

同
 

同
 

同
 

同
 

同
 

同
 

同
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